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令和５年度 ニーズ調査等対象者（案）について

根拠 調査内容 回答方法 調査期間

1

小学校入学
までの子どもの

保護者
（０～５歳）

継続
約1,300人

（全数）

家族の状況、就労状況、教育保育・子
育て支援利用状況及びニーズ、子ども
への接し方 等

2
小学生保護者

※１
継続

約1,000人
（無作為抽出）

家族の状況、就労状況、放課後児童
クラブ（学童保育）、子どもへの接し方
等

3
中学生保護者

※２
新規

約500人
（無作為抽出）

子ども･子育て支援事業の主たる利
用者である。
子ども・子育てに関する施策の展開
のための基礎資料とする。

家族の状況、就労状況、子どもへの接
し方 等

4 小学４～６年生 新規
約500人

（無作為抽出）

5 中学１～３年生 新規
約500人

（無作為抽出）

6
高校２年生

西脇、工業、北高、
社、多可、小野

新規 約500人
インターネット

（学校を通じた配付）

令和５年10月～11月
・政策推進課
と連携して実施

7
19歳～39歳

※３
新規

約500人
（無作為抽出）

居場所、相談相手、日頃の意識と生
活等 インターネットまたは郵送 令和６年１月

約4,800人

調査対象 調査数 備考

保
護
者

子ども･子育て支援事業の主たる利
用者であり、子ども･子育て支援法に
定める基本指針により、保護者に対
して利用状況・利用希望把握の調査
が必須である。

インターネットまたは郵送

令和６年１月

＜調査数＞
H25:1,523人
H30:1,326人

＜調査数＞
H25:1,477人
H30:1,526人

居場所、相談相手、子どもの意見表明
等

計

※１　小学校入学前までの子どもの保護者を除く。
※２　小学校入学前までの子どもの保護者及び小学生保護者を除く。
※３　小学校入学前までの子どもの保護者及び小学生保護者及び中学生保護者を除く。

こ
ど
も
・
若
者

こども基本法において、地方自治体
に対し、子どもの意見の反映に係る
措置を講ずることとされたことによ
り、西脇こども会議やアンケート調査
が必須である。

インターネットまたは郵送
（保護者の調査票に同封）

12/17
西脇こども会議開催予定

（小４～高校生）

「テーマ」
○こどもの笑顔があふれるま
ち西脇市に向かって、私たち

が今できること


